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令和７年度（２０２５年度）
指定障害福祉サービス事業所等

集団指導

（就労選択支援、就労移行支援、就労継続支援Ａ型・Ｂ型、
就労定着支援事業所に係る基本報酬等について）

令和８年（２０２６年）３月１２日
熊本県障がい者支援課



１．令和８年度報酬改定について （Ｐ３～ ）

２．就労選択支援の減算について （Ｐ６～ ）

３．就労継続支援Ａ型のスコア方式について （Ｐ８～）

４．就労継続支援Ｂ型の基本報酬等について

（Ｐ３０～）

５．就労定着支援の基本報酬等について （Ｐ３９～）

６.  令和８年度 基本報酬区分の届出について

（Ｐ４３～）
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１．令和８年度報酬改定について
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出典：厚生労働省ホームページ 令和８年２月１８日 報酬改定
https://www.mhlw.go.jp/content/12200000/001658029.pdf
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２．就労選択支援の減算について
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特定事業所集中減算について（概要）
1 判定期間と減算適用期間
〇年2回の判定を行い、基準を超えた場合に指定の期間の報酬を減算します。

判定期間 提出期限 減算適用期間

前期： 1月1日 〜 6月末日 9月15日 10月1日 〜 3月31日

後期： 7月1日 〜 12月末日 3月15日 4月1日 〜 9月30日

2 判定方法（80%ルール）
〇各サービス（就労移行、継続A型、継続B型）ごとに計算し、いずれか1つでも80%を超えた場合
に減算対象となります。
〇計算式： 特定の法人への移行者数 ÷ そのサービスへの総移行者数
〇対象外： 移行先が未定の利用者は、決定した時点の判定期間に算入する（少なくとも1年間は追
跡調査が必要）。

３ 事務手続きと保存義務
〇８０％超の場合： 指定権者（自治体等）へ書類を提出。
〇８０%以下の場合： 提出不要だが、計算書類等は事業所で5年間保存。

４ 「正当な理由」による免除
〇割合が80%を超えても、以下の理由に該当し指定権者が認めた場合は減算されません。
①事業所が少数： 地域の対象サービス事業所が5箇所未満。
②専門体制： 視覚・聴覚言語、高次脳機能障害の支援体制加算を算定している。
③少数の利用： 判定期間中の当該サービスへの移行件数が5件以下。
④利用者の希望： 質の高さを理由とした利用者からの「理由書」があり自治体から助言を受けている。
⑤その他： 地域事情等により指定権者が認めた場合。

詳細については、「就労選択支援の実施について」の一部改正について
障障発0930第３号令和７年９月30日付け（厚労省通知を参照のこと）



３．就労継続支援Ａ型のスコア方式について
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３．就労継続支援Ａ型のスコア方式について

【主要事項】

（１）スコア方式の評価項目と評価方法

（２）スコア方式による評価内容の公表



（１）スコア方式の評価項目と評価方法
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３．就労継続支援Ａ型のスコア方式について
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

項目 改正前 改正後

「Ⅰ １日の平均労働時間」 ５～８０点 ５～９０点

「Ⅱ 生産活動収支の状況」 ５～４０点 －２０～６０点

「Ⅲ 多様な働き方に係る制度整備状況」 ０～３５点 ０～１５点

「Ⅳ 支援力向上のための取組」 ０～３５点 ０～１５点

「Ⅴ 地域連携活動の実施状況」 ０～１０点 ０～１０点

「Ⅵ 経営改善計画の作成状況」 － －５０～０点

「Ⅶ 利用者の知識及び能力の向上に向けた取組状況」 － ０～１０点

計 ２００点 ２００点

スコア表と点数

・（Ⅵ）、（Ⅶ）は令和６年度追加項目

・赤文字部分が改正後の変更点



「Ⅰ １日の平均労働時間」

１日の平均労働時間＝利用者の延べ労働時間／延べ利用者数

・ 前年度の利用者（雇用契約あり）の１日の平均労働時間により評価する。

・ 休憩時間や早退、欠勤の場合など、実際に労働していない時間で賃金を支払って

いない場合は労働時間の合計数に含めない。但し、有給休暇の取得など賃金を支

払っている場合は労働時間の合計数に含める。
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

・ なお、利用開始時には予見できない事由により短時間労働（１日の労働時間が４時

間未満）となった利用者については、「１日の平均労働時間算定除外届出書」により、

９０日を上限として平均労働時間数の算出から除外することができる。

・ 全ての利用者の各利用日の始業・終業時刻、休憩・早退・欠勤の記録を残して、

労働時間を適切に管理すること。

（厚生労働大臣の定める事項及び評価方法の留意事項について）

（令和３年３月３０日 障発０３３０第５号）
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

時間 改正前 改正後

７時間以上 ８０点 ９０点

６時間以上７時間未満 ７０点 ８０点

５時間以上６時間未満 ５５点 ６５点

４時間３０分以上５時間未満 ４５点 ５５点

４時間以上４時間３０分未満 ４０点 ４０点

３時間以上４時間未満 ３０点 ３０点

２時間以上３時間未満 ２０点 ２０点

２時間未満 ５点 ５点

点数表

「Ⅰ １日の平均労働時間」



「Ⅱ 生産活動収支の状況」

◆ 生産活動収支＝生産活動に係る事業の収入－生産活動に係る事業に必要な経費

・ 前年度（Ｒ７）、前々年度（Ｒ６）及び前々々年度（Ｒ５）の各年度において、

生産活動収支が利用者に支払う賃金の総額以上であるか否かで評価する。
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

◆ 生産活動収支≧利用者に支払う賃金総額



・利用者の多様な働き方を実現できる制度の整備状況を評価

・次の①～⑧の制度を就業規則等の規程に定めている → １項目につき１点

（※実績は問わない）
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

（項目）

①資格取得制度 ⑤短時間勤務制度

②職員登用制度 ⑥時差出勤制度

③在宅勤務制度 ⑦時間単位年休制度

④フレックス勤務制度 ⑧傷病休暇制度

各項目の合計：２点以下 → スコアの評価点は ０点

各項目の合計：３点～４点 → スコアの評価点は ５点

各項目の合計：５点以上 → スコアの評価点は １５点

「Ⅲ 多様な働き方に係る制度整備状況」(利用者に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

①資格取得制度

→資格は利用者の一般就労への移行促進や賃金向上に繋がるもの。

 趣味的、教養的なもの、極めて初歩的内容のものは非該当。

    試験の合格の実績までは必要なし。

→職員登用の基準、試験等の方法、登用後の雇用条件等について定めること。

②職員登用制度

③在宅勤務制度

→在宅勤務時の労働条件や服務規律を定めること。ただし、在宅勤務を希望する 

利用者については、支給決定市町村から「支援効果あり」と認められることが必要。

※運営規程への明記及び県への運営規程変更届出が必要。

「Ⅲ 多様な働き方に係る制度整備状況」(利用者に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

④フレックス勤務制度

→始業及び終業時刻を利用者の決定に委ねる勤務制度。労使協定が必要。

→事業所が定める通常の労働時間によらず、短時間の勤務を認める制度。

対象者の範囲、労働時間、賃金等を就業規則で定めること。

⑤短時間勤務制度

⑥時差出勤制度

→１日の所定労働時間を変更することなく、始業又は終業の時刻を繰り上げ又は

 繰り下げる制度。始業時刻、終業時刻、休憩時間等を定めること。

「Ⅲ 多様な働き方に係る制度整備状況」(利用者に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

⑦時間単位年休制度

→１時間単位の年休を取得できる制度。労使協定が必要。

→業務外の事由で長期の治療等が必要な場合に、休業を取得できる制度。

⑧傷病休暇制度

「Ⅲ 多様な働き方に係る制度整備状況」(利用者に関する項目)



・職員の支援力向上に係る取組の実施状況を評価

・次の①～⑧に関して、前年度の取組実績を評価 → １項目につき１点
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

（項目） ※変更なし

①外部研修会への参加又は内部研修会の開催 ⑤人事評価制度の整備状況

②外部研修会等への講師派遣、学会等での発表 ⑥ピアサポーターの配置状況

③視察や実習の実施又は受入れ ⑦第三者評価の受審状況

④販路拡大に向けた商談会等への参加 ⑧国際標準化規格等の認証

各項目の合計：２点以下 → スコアの評価点は ０点

各項目の合計：３点～４点 → スコアの評価点は ５点

各項目の合計：５点以上 → スコアの評価点は １５点

「Ⅳ 支援力向上のための取組」(職員に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

①研修計画に基づく外部研修会への参加又は内部研修会の開催
（前年度いずれか実績あり：１点、前年度いずれも実績なし：０点）
※職員：サビ管、職業指導員及び生活支援員を指す。

・あらかじめ定められた研修計画に基づいて実施された、障がい者雇用、就業支援、

障がい者福祉、賃金向上に関する内容を含む研修であること。

ア 外部研修会・・・当該事業者を含む同一法人の者以外が行う研修

イ 内部研修会・・・外部専門家を講師に招いて実施する、概ね半日以上の研修

・外部研修会：他の事業所や企業に対し、当該事業所の取組等を発信

・学会等：障害者福祉等に関連する学会で当該事業所の取組等を発表

※一定規模以上の参加者とは少なくとも３０名を超える参加者規模であること

②外部研修会等への講師派遣、学会等での研究発表又は実践報告
（前年度いずれか実績あり：１点、前年度いずれも実績なし：０点）

「Ⅳ 支援力向上のための取組」(職員に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

③視察や実習の実施又は受入れ
（前年度いずれか実績あり：１点、前年度いずれも実績なし：０点）

ア 視察や実習の実施

→平均月額賃金を上回り利用者の高賃金を達成しているＡ型事業所や、

    法定雇用率を上回る障害者雇用率を達成している企業等が対象。

イ 視察や実習の受け入れ

→他のＡ型事業者から視察や実習を受け入れて障がい者の雇用管理方法、訓練手法

等について情報提供を行うもの。特別支援学校からの受け入れは対象外。

→生産活動収入を増やすための更なる取組として商談会等への参加を評価する

ものであり、通常の営業活動として行う個別企業への訪問は評価の対象外。

④販路拡大や事業拡大に向けた展示会への出展や商談会等への参加
（前年度実績あり：１点、前年度実績なし：０点）

「Ⅳ 支援力向上のための取組」(職員に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

⑤人事評価制度の整備状況
（就業規則等で明文化かつ運用実績あり：１点、なし：０点）

→客観的な評価基準や昇給・昇格条件が明文化されており、全職員に周知され、   

制度が実際に運用されていること。

→障害者ピアサポート研修（基礎・専門）の修了者で、自身も障がいや

病気の経験を持ち、その経験を活かして利用者とともに就労や生産活動に

参加する者であること。サビ管、職業指導員、生活支援員でなくても可。

⑥ピアサポーターの配置状況
（前年度配置あり：１点、前年度配置なし：０点）

「Ⅳ 支援力向上のための取組」(職員に関する項目)
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

⑦第三者評価の受審
（実績あり：１点、実績なし：０点）

⑧国際標準化規格等の認証
（前年度実績あり：１点、前年度実績なし：０点）

→前年度末日から過去３年以内に、提供している福祉サービスについて、県が

認証している第三者評価機関から専門的・客観的な評価を受け、評価内容を

公表すること。

→Ａ型事業所が生産した製品の品質や提供サービスの質の向上に資する規格等。

※規格：ＩＳＯマネジメントシステム規格や日本農林規格等

「Ⅳ 支援力向上のための取組」(職員に関する項目)



「Ⅴ 地域連携活動の実施状況」
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

年 月 日

＜活動内容＞ ＜活動の様子＞

活動場所 活動の様子の写真

実施日程 成果物の写真

実施した生産活動・施設外就労の概要 活動内容の追加コメント

利用者数　等

＜目的＞

地域連携活動のねらい

地域にとってのメリット

対象者にとってのメリット

＜成果＞

実施した結果

得られた成果

課題点

連携した結果に対する意見または評価

今後の連携強化に向けた課題

住　所 管理者名

就労継続支援Ａ型事業所における地域連携活動実施状況報告書
事業所名 事業所番号

連携先企業名 担当者名

電話番号 対象年度

地域連携活動の概要

連携先の企業等の意見または評価

様式１

利用者と地域との接点や関係を作り、

地域での利用者の活躍の場を広げて

いくことは、利用者がそこで暮らし、自

立した生活を実現するためにも重要。

共生社会の実現

地域社会と連携した生産活動収入の

発生に係る活動を実施して、実施状況

報告書を作成し、公表している場合に

評価。（１０点）



「Ⅵ 経営改善計画の作成状況」
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

経営改善計画の作成状況に基づき評価。

経営改善計画を提出期限までに未提出

の場合は減算。（－５０点）

スコア減算方式を導入

指定基準に従った適切な事業運営は、

利用者の賃金確保及び水準にも大きく

影響する。

）

１　現在、指定基準第192条第２項を満たすことができていない理由と具体的改善策
（詳細かつ具体的に記載すること）

２　現在の事業内容及び計画期間を通じて実施する事業内容

３　現在の生産活動に係る事業の収入額及び計画期間を通じて達成する事業収入目標額（1年間の額を記載）

(注)目標収入額は、「平均利用者数×平均労働時間×最低賃金額×平均利用日数×12か月」以上の額でなければならない。

４　現在の生産活動に伴う経費及び計画期間を通じて達成する必要経費の見込額（１年間の経費を記載）

５　生産活動に係る事業の収入－生産活動に伴う必要経費

６　現在の利用者の総賃金額及び計画期間後の利用者の総賃金額

※「現在」はいずれも、指定基準192条第２項を満たさないと判断された前年度１年間のものを記載すること。

※その他、社会福祉法人会計基準に基づく会計書類等、地方公共団体が必要と認める書類を添付すること。

事業所代表者署名欄

円 円

（積算根拠） （積算根拠）

現在の支払い総賃金額 計画期間後の支払い総賃金額

円 円

（主な費目） （積算根拠）

現在の「収入－経費」 計画期間後の「収入－経費」

事業所の設置主体 設立年月日

その他

改善計画期間

（うち身体 知的 精神職員数 定員 0 利用者数

　　　　令和５年４月１日　～令和６年３月３１日

事業所所在地

連絡先 電話番号 0 FAX番号

事業所名称 0 代表者氏名

【指定就労継続支援Ａ型事業所　経営改善計画書】

(具体的改善策)

円

現在の事業内容 計画期間を通じて実施する事業内容

（※）事業内容には、生産活動の内容、対象顧客、市場動向、競合相手の動向、改善後の事業内容に主に従事する者の数や属性（どのような資格、

経験等を持った者が担当するか等）について詳細に記載すること

現在の収入額 計画期間を通じて達成するべき目標収入額

(未達成理由)

（主な費目） （積算根拠）

円 円

現在の経費 計画期間を通じて見込まれる経費



「Ⅶ 利用者の知識及び能力の向上に向けた取組状況」
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（１）スコア方式の評価項目と評価方法

事業所が利用者の知識及び能力の向

上を図ることは、利用者の一般就労に

向けた意欲の創出や社会参加におい

て、重要な取組である。

利用者の知識及び能力の向上に向け

た支援を行い、報告書を作成し、公表

している場合に評価。（１０点）

就労継続支援Ａ型事業所が、研修等の

企画準備から実施まで主体的に 関わ

ることとし、関係機関単独で取り組むこ

とがないようにすること。



（２）スコア方式による評価内容の公表

27

３．就労継続支援Ａ型のスコア方式について
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・スコア方式による評価内容が未公表の場合

→自己評価未公表減算となり、所定単位数の８５％を算定する。

（２）スコア方式による評価内容の公表

事業所は、指定障害福祉サービス基準第１９６条の３等に基づき、

スコアの合計点及び詳細をインターネットの利用その他の方法により、

毎年度４月中に公表すること。
（令和７年度中に新規指定を受けた事業所は、スコアを算出できないため、公表は要さない。）
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・事業所のＨＰ等のインターネットの利用

・WAM NET（障害福祉サービス等情報公表システム）

（２）スコア方式による評価内容の公表

（例外）・市町村等が発行する情報誌への掲載

 ・当該Ａ型事業所及び関係機関等での掲示

【公表方法】

＜注意＞WAM NET

令和８年４月に入力→令和８年度スコアとして表記される

※点数が変更となる度（届出や修正等）に更新が必要！



４．就労継続支援Ｂ型の基本報酬等について
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４．就労継続支援Ｂ型の基本報酬等について

【主要事項】

（１）平均工賃月額に応じた報酬体系

（Ｒ８年６月一部改正施行予定）

（２）利用者の就労や生産活動等への参加等を

  一律に評価する報酬体系（Ｒ６年度改正）

（３）平均工賃月額の算定方法（Ｒ６年度改正）
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（１）平均工賃月額に応じた報酬体系
（R8.6月以降一部改正予定）
・基本報酬について平均工賃月額が高い区分の単価を引上げ、
低い区分の単価を引下げる。
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（１）平均工賃月額に応じた報酬体系
（Ｒ8.6月以降一部改正予定）
・多様な利用者への対応を行う事業所について、さらなる手厚い
人員配置ができるよう、新たに人員配置「６：１」の報酬体系を創設。
・６：１の基本報酬の創設に伴い、目標工賃達成指導員配置加算の
要件見直し。
・６：１の人員配置区分を採用し、目標工賃達成指導員配置加算を
  算定している事業所が工賃を実際に向上させた場合に、新たな加
算で評価。
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目標工賃達成加算

＜算定要件（令和８年度に算定する場合）＞

① 就労継続支援B型サービス費（Ⅰ）（Ⅳ）（＝人員配置６：１）を算定しており、
目標工賃達成指導員を配置していること

② 前年度（＝令和７年度）の工賃実績が、県に提出した工賃向上計画内の工賃
 目標を達成していること

③ Ⅱの工賃目標が、事業所の前々年度（＝令和６年度）の工賃実績に
「目標年度の２年度前（＝令和５年度）の全国平均工賃月額（23,053円）」と
「目標年度の３年度前（＝令和４年度）の全国平均工賃月額（17,031円）」との
差額（6,022円）を加えて得た額以上であること

※加算の算定には①～③の要件すべてを満たす必要があります
※県へ工賃向上計画を提出していない場合は算定できません
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目標工賃達成加算

＜参考例（令和7年度の実績を用いて令和8年度に算定する場合）＞

① 事業所の前々年度（＝R6年度）における平均工賃月額（実績）・・・ 23,100 円

② 目標年度の2年度前（＝R5年度）における全国平均工賃月額・・・ 23,053円

③ 目標年度の3年度前（＝R4年度）における全国平均工賃月額・・・ 17,031円

→ ①に②－③（6,022円）を足した額（29,122円）以上をR7年度の工賃目標として
 設定し、当該目標を達成した場合に、R8.4月より1年間本加算を算定できる。

令和８年度基本報酬の届出と併せて本加算の届出の提出を依頼予定です
要件を充足し加算の取得を希望される事業者については届出書をご提出ください
※新たなQ＆Aが出た場合別途通知します。
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どちらも該当となった
場合に算定が可能と
なります

（参考様式５）の（別紙２６）

円

円

円

23,053 円

17,031 円

6,022 円

　　年　　月　　日

目標工賃達成加算に関する届出書
（令和８年度算定用）

②　工賃目標の対象年度（＝令和７年度）における事業所の平均工賃月額（実績）

③　工賃目標の対象年度の前年度（＝令和６年度）における事業所の平均工賃月額（実績）

④　工賃目標の前々年度（＝令和５年度）における全国平均工賃月額

事業所名

異動区分 　１　新規　　　　　２　継続　　　　　３　終了

①　工賃向上計画において掲げた工賃目標（令和７年度における工賃目標額）

算定要件

平均工賃
月額等

（　　該当　　　・　　　非該当　　）

（　　該当　　　・　　　非該当　　）

⑤　工賃目標の前々々年度（＝令和４年度）における全国平均工賃月額

＜要件確認１＞　②≧①となっていること

＜要件確認２＞　①≧③＋（④－⑤）となっていること

⑥　③＋（④－⑤）　※④－⑤が０未満の場合は、０として算定すること。

※就労継続支援Ｂ型サービス費（Ⅰ）（Ⅳ）（＝人員配置６：１）を算定しており、目標工賃達成指導員配置加算を取得
　していることが前提条件となります。

※県へ工賃向上計画を提出していない場合には算定できません。



37

（２）利用者の就労や生産活動等への参加等を一律に
評価する報酬体系

加 算 減 算

基本報酬

・収支差率を踏まえて基本報酬単価を見直し。

・短時間の利用者が多い場合に減算を新設。
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（３）平均工賃月額の算定方法の見直し

・障害特性等により、利用日数が少ない方を多く受け入れる場合
があることを踏まえ、 平均利用者数を用いた新算定式を導入。

算定式見直しに伴い、R５年度までの算定方式における除外要件は廃止



５．就労定着支援の基本報酬等について
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５．就労定着支援の基本報酬等の見直しについて

【主要事項】

（１）就労定着率のみを用いた報酬体系

（２）定着支援連携促進加算の見直し
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（１）就労定着率のみを用いた報酬体系

・利用者数と就労定着率に応じた報酬体系から、就労定着率のみ
に応じた報酬体系とする。

・「支援体制構築未実施減算」
以下の措置を１つでも講じていない場合に、所定単位数の１００分の１０を減算する。
・要継続支援利用者の状況その他の当該要継続支援利用者に対する支援に当たり必要な情報
（要継続支援利用者関係情報）について、当該要継続支援利用者を雇用する事業所及び就労支
援等の関係機関との当該要継続支援利用者関係情報の共有に関する指針を定めるとともに、責
任者を選任していること。
・指定就労定着支援の提供を行う期間が終了する３月以上前に、要継続支援利用者の同意を得
て、関係機関等との間で要継続支援利用者関係情報を共有していること。
・関係機関等との要継続支援利用者関係情報の共有の状況に関する記録を作成し、保存してい
ること。 
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（２）地域連携会議実施加算

・地域の就労支援機関等と連携して行うケース会議の実施を促進
する観点から会議前後にサービス管理責任者と情報を共有する

  条件で、サービス管理責任者以外の者が出席する場合も対象とす
る。



６．令和８年度基本報酬区分の届出について
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６．令和８年度 基本報酬区分の届出について

対象事業者は、毎年４月に基本報酬に関する届出が必要です。

詳細は別途周知し、熊本県ホームページに様式等掲載しますので、確認を

お願いします。

≪対象事業者≫

指定就労移行支援事業者
指定就労継続支援Ａ型事業者
指定就労継続支援Ｂ型事業者

指定就労定着支援事業者

≪留意点≫
〇必ず県が指定する「基本報酬届出用」のファイルにて提出してください。
※通常の変更届等のファイルは使用しないでください。
〇基本報酬の届出についてはロゴフォームでの受付とする予定です。
※他の加算に関する変更がある場合は、基本報酬に関する届出とは別に、

 郵送にて変更届を提出してください。
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